
 

東京都病院薬剤師会:薬務薬制部臨床試験推進小委員会メーリングリスト規約 
                             2010 年 4 月 1 日 改定 

【名称】 

このメーリングリスト（以下ＭＬ）の名称は、「東京都病院薬剤師会：薬務薬制部臨床試

験推進小委員会メーリングリスト」とし、略称を「都病治験ＭＬ」とする。 

 

【目的】 

東京都病院薬剤師会会員がメール交換を通して、情報交換の場として活用する。 

1. 薬学的知識の相互向上および治験や臨床研究などに関する業務支援 

2. 病院間での意見交換や日常業務の相談等ネットワークを利用した交流 

3. その他の情報交換とコミュニケーションを図ることを目的とした内容 

 

【参加資格】 

1. 東京都病院薬剤師会会員であること 

2. 電子メールを受信できること 

3. 電子メールの取り扱いについてマナーや責任のとれる方 

 上記の条件をすべて満たしていること。また、下記の「発言内容について」の注意事項を

守れない等、ＭＬの参加者として適さないと管理者が判断した場合は、管理者の権限で以後

の参加を拒否できるものとする。 

 

【発言内容について】 

発言内容は、薬学的な発言である限り自由であるが、トラブルを未然に防ぐという観点か

らも、以下の注意事項（禁則と注意）を遵守すること。尚、ＭＬ上で起こったトラブルに対

しては、トラブル終息に向けた管理者の指示が発せられればそれに従うものとする。 

尚、メール本文には、メールの発言者を明らかにするために所属施設と氏名を記載すること。 

■禁則  

1. 誹謗中傷行為 

2. 特定利害に関わる宣伝売名行為や商行為 

3. 故意に虚偽の発言をすること 

4. 第三者のプライバシーに関わる情報を開示すること 

5. 宗教活動および政治活動を行うこと 

6. 個人的な連絡用メール 

7. その他、公序良俗などに反する発言 

■注意 

1. プライバシーに関わる発言では、たとえ自己の事であったとしても慎重さを求めると

ともに、常に第３者への気遣をもって発言すること。 

2. 発言に批判や評価を伴う場合にはその根拠をできるだけ明確に示すこと。 

3. ＭＬに投稿された記事に関する責任は全て投稿した本人にあり、ML で得た情報を利

用するのは自己の責任のもとで行うこと。 

4. 公人としてではない特定個人もしくは特定団体に対する非難は原則として行わない

こと。 

5. 利権に関わる発言には誤謬や風評に基づくものではないか、しっかりと確認した上で

発言すること。 

6. その他、誰もが心地よく会話に参加できるように心がけ、他の参加者に著しく不快感

を与える発言をしないこと。 

【禁止事項】 

1. 他のメーリングリストのメールアドレスを登録する行為（チェーンメール）。 

2. ＭＬ参加者のメールアドレスの無断使用は厳禁とする。 

3. ファイル添付は原則不可とするが、PDF のみ可とする。ただし、容量は２MＢまでとす



る。 

 

【注意事項】 

1. コンピュータウイルスが寄生したメールがＭＬに投稿され、ウイルスメールを受信した

多数の会員が感染する事件がまれにあるが、都病薬 ML において、同様の事件が発生し

た場合、都病薬 ML 及び管理者は―切その責任を負わないものとする｡ＭＬ参加者は、

個々の責任においてウイルスチェックプログラム等、感染予防に努めること。また、ウ

イルスメールはそのほとんどが添付ファイルとして送られてくるので、本ＭＬを経由し

て送られてきたメールの添付ファイルは決して開けないなど細心の注意をすること。 

2. 登録するメールアドレスについては､登録する本人専用のアドレスを登録すること。病

院･診療所等のメールアドレスで､都病薬の会員以外も使用するアドレスの使用は避け

ること｡（例えば､病院の全員が同じアドレスを使用しているなど｡） 

3. 同じメールアドレスで数名が登録することは不可とする。 

 

【管理者および管理者の責任と権限】 

1. 管理者は治験推進小委員会委員長とし、運用は管理者が依頼した者とする。 

2. 好ましくないメールや禁止事項に当たる行為には､管理者から全体宛または本人宛への

注意のメールを送信するが、それでも改善されない場合は、強制的に ML から退会させ

ることができるものとする｡ 

3. 東京都病院薬剤師会及び管理者は､ＭＬに流れる内容に関しては―切責任を負わない｡ 

4. このＭＬは東京都病院薬剤師会､ML 管理者の都合により予告なく、停止､廃止される可

能性がある｡ 

5. 東京都病院薬剤師会を退会するときは、自主的にＭＬの退会手続きを行うこと。また、

東京都病院薬剤師会を退会した者については、ＭＬ管理者が登録を削除できるものとす

る。 

 

 


